
入
札
段
階
で
内
訳
調
査

国
交
省

方

針

ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
強
化
へ

労務費　
国
土
交
通
省
は
第
３
次
担
い
手
３
法
の
趣
旨

を
踏
ま
え

公
共
工
事
で
適
正
な
労
務
費
を
確

保
す
る
目
的
で
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
を
強
化
す

る

元
請
が
提
出
す
る
入
札
金
額
内
訳
書
で
労

務
費
の
明
示
を
新
た
に
求
め
る
の
に
合
わ
せ


現
行
の
低
入
札
価
格
調
査
制
度
・
最
低
制
限
価

格
制
度
に
プ
ラ
ス
し
て
﹁
労
務
費
ダ
ン
ピ
ン
グ

調
査
︵
仮
称
︶
﹂
を
導
入
す
る
方
針
だ

地
方

自
治
体
を
含
む
公
共
工
事
全
体
で
の
展
開
を
視

野
に

発
注
者
向
け
に
調
査
方
法
な
ど
の
指
針

を
用
意

発
注
者
の
積
算
に
照
ら
し

見
積
も

ら
れ
た
労
務
費
が
適
正
か
ど
う
か
を
判
断
で
き

る
よ
う

直
轄
工
事
な
ど
の
積
算
シ
ス
テ
ム
の

改
修
も
見
込
む


　
‖
２
面
に
関
連
記
事

　

日
に
開
い
た
中
央
建
設
業

審
議
会
︵
中
建
審
︶
の
﹁
労
務

費
に
関
す
る
基
準
︵
標
準
労
務

費
︶
﹂
に
関
す
る
ワ

キ
ン
グ

グ
ル

プ
で

公
共
工
事
に
フ



カ
ス
し
て
労
務
費
・
賃
金

の
確
保
・
行
き
渡
り
担
保
策
を

提
案
し
た

入
札
契
約
段
階
の

﹁
入
り
口
﹂
で
ダ
ン
ピ
ン
グ
対

策
を
強
化

実
際
に
支
払
う

﹁
出
口
﹂
の
段
階
で
建
設
Ｇ
メ

ン
の
運
用
や

契
約
当
事
者
間

で
賃
金
支
払
い
を
約
束
す
る

﹁
コ
ミ

ト
メ
ン
ト
﹂
の
活

用

直
轄
工
事
で
試
行
す
る
賃

金
支
払
い
の
確
認
な
ど
に
当
た

る


　
労
務
費
の
見
積
も
り
規
制
の

年
内
施
行
と
同
時
に

改
正
公

共
工
事
入
札
契
約
適
正
化
法

︵
入
契
法
︶
で
建
設
業
者
に
労

務
費
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た

入
札
金
額
内
訳
書
の
提
出
を
義

務
化
す
る

労
務
費
ダ
ン
ピ
ン

グ
調
査
で
は

内
訳
明
示
さ
れ

た
労
務
費
が
著
し
く
低
い
か
ど

う
か
発
注
者
と
し
て
確
認

労

務
費
額
が
一
定
水
準
を
下
回

り

省
人
化
に
よ
る
効
率
化
な

ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
場

合

建
設
Ｇ
メ
ン
に
通
報
す
る

流
れ
を
想
定
す
る


　
現
状
で
は
発
注
者
の
積
算
シ

ス
テ
ム
が
工
種
ご
と
の
労
務
費

内
訳
ま
で
見
え
る
形
と
な

て

い
な
い

そ
こ
で
労
務
費
を
把

握
で
き
る
よ
う
積
算
シ
ス
テ
ム

を
改
修
し

確
認
を
簡
素
化
す

る
方
向
で
検
討
す
る

最
終
的

に
は
材
工
分
離
の
見
積
も
り
が

定
着
す
る
こ
と
で
入
札
・
契
約

時
に
労
務
費
が
可
視
化
さ
れ


入
札
参
加
者
が
自
ら
実
態
に
即

し
て
積
算
単
価
や
工
期
を
算
定

す
る
よ
う
な
絵
姿
を
描
く


　
自
治
体
発
注
工
事
を
念
頭

に

適
正
な
予
定
価
格
の
設
定

も
徹
底
す
る

設
計
金
額
の
一

部
を
切
り
下
げ
て
予
定
価
格
に

す
る
﹁
歩
切
り
﹂
の
実
態
を
フ


ロ

ア

プ
す
る
考
え

資

材
単
価
に
不
透
明
な
乗
率
を
設

定
す
る
﹁
単
価
歩
切
り
﹂
や
設

計
な
ど
業
務
発
注
も
含
め
た
調

査
に
乗
り
出
す

直
轄
工
事
と

比
べ
て
発
注
ロ

ト
が
小
さ
い

こ
と
や
地
域
特
有
の
事
情
か

ら

独
自
の
歩
掛
か
り
を
設
定

し
て
い
る
自
治
体
の
調
査
に
も

着
手

予
定
価
格
の
正
確
な
算

出
に
つ
な
が
る
好
事
例
を
周

知

水
平
展
開
す
る
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自
給
率
　

半
世
紀
ぶ
り

％
超


年
度

政
府
集
計

中
高
層
の
木
質
化
促
進

建築用木材
　
２
０
２
３
年
度
の
国
内
建
築

用
木
材
の
自
給
率
が
半
世
紀
ぶ

り
に

％
を
上
回

た
こ
と

が
政
府
の
集
計
で
分
か

た


総
需
要
約
２
９
２
６
万
立
方


に
対
し

国
内
生
産
量
が

・

３
％
に
当
た
る
約
１
６
１
８
万

立
方

と
な

た

政
府
は
４

階
建
て
以
上
の
中
高
層
建
築
物

の
木
造
・
木
質
化
を
促
す
た
め


建
築
基
準
法
の
構
造
規
制
を
４

月
に
緩
和
す
る
な
ど
木
材
利
用

促
進
策
を
さ
ら
に
展
開
す
る


　
農
林
水
産
省
ら
関
係
省
庁
で

つ
く
る
木
材
利
用
促
進
本
部

︵
本
部
長
・
江
藤
拓
農
水
相
︶

が

日
に
東
京
都
内
で
会
合
を

開
き

﹁
建
築
物
の
木
材
の
利

用
の
促
進
に
向
け
た
措
置
の
実

施
状
況
﹂
を
取
り
ま
と
め
た


国
と
建
設
関
係
団
体
や
民
間
企

業
な
ど
と
の
﹁
建
築
物
木
材
利

用
促
進
協
定
﹂
は

年

月
末

時
点
で

大
成
建
設
グ
ル

プ

や
安
藤
ハ
ザ
マ

前
田
建
設


鹿
島
・
か
た
ば
み
グ
ル

プ
な

ど

社
・
グ
ル

プ
と
締
結
し

た

協
定
に
基
づ
き
木
造
・
木

質
化
し
た
建
物
は
６
３
２
棟


木
材
使
用
量
は
計
３
万
１
４
５

３
立
方


炭
素
貯
蔵
量
は
２

万
１
２
０
７

相
当
に
上


た


　

年
度
の
木
材
利
用
状
況
を

見
る
と

低
層
住
宅
は
約
８
割

が
木
造
だ
が

低
層
非
住
宅
は


・
５
％

中
高
層
建
物
は
０

・
１
％
未
満
に
と
ど
ま
り

非

住
宅
分
野
の
木
造
化
は
依
然
と

し
て
進
ん
で
い
な
い

同
年
度

に
完
成
し
た
中
高
層
木
造
建
築

の
総
床
面
積
は
約
３
・
１
万
平

方

だ

た


　
同
本
部
は

４
階
建
て
以
上

の
中
高
層
建
築
物
を
﹁
積
極
的

に
木
造
化
を
促
進
す
る
公
共
建

築
物
﹂
に
追
加

国
土
交
通
省

は
建
築
基
準
法
を
改
正
し

防

火
規
制
を

年
４
月
に
緩
和


構
造
規
制
は
４
月
に
緩
和
す

る

林
野
庁
と
共
同
で
木
造
４

階
建
て
の
事
務
所
や
共
同
住
宅

を
モ
デ
ル
に
し
た
構
法
と
部
材

供
給
の
枠
組
み
を

日
に
公
表

し
た

法
令

基
準
な
ど
の
面

で
の
木
質
化
促
進
の
環
境
づ
く

り
を
進
め
る
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少
額
随
契
の

基
準
額
引
き
上
げ

４
月
１
日
か
ら

工
事

万
円
に

　
政
府
は

国
の
契
約
で
予
定

価
格
が
少
額
の
場
合
に
選
択
で

き
る
﹁
少
額
随
意
契
約
﹂
の
基

準
額
を
引
き
上
げ
る

こ
こ
数

年
の
物
価
上
昇
な
ど
を
踏
ま
え

た
対
応

工
事
の
場
合

現
行

は
予
定
価
格
２
５
０
万
円
以
下

で
少
額
随
契
を
選
択
可
能
と
し

て
い
る
が

４
０
０
万
円
以
下

に
見
直
す


　

日
に
予
決
令
︵
予
算
決
算

お
よ
び
会
計
令
︶
な
ど
を
改
正

す
る
政
令
を
閣
議
決
定
し
た


４
月
１
日
に
施
行
す
る

地
方

自
治
体
の
基
準
額
も
同
日
か
ら

引
き
上
げ
る


　
基
準
額
は
１
９
７
５
年
以

降

物
価
が
長
く
安
定
的
に
推

移
し
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
改

定
さ
れ
て
い
な
か

た

た
だ

コ
ロ
ナ
禍
後
の
物
価
高
騰
で
企

業
物
価
指
数
が
前
回
改
定
時
か

ら
１
・
５
倍
を
超
え
て
上
昇


各
省
庁
か
ら
も
契
約
事
務
の
簡

素
化
の
観
点
か
ら
基
準
額
を
引

き
上
げ
る
べ
き
と
の
要
望
が
強

く
な

て
い
た


　
国
と
都
道
府
県

政
令
市
は

同
じ
基
準
額
を
適
用
し
て
い

る

工
事
だ
け
で
な
く
製
造
契

約
や
財
産
の
買
い
入
れ

物
件

の
借
り
入
れ

財
産
の
売
り
払

い

物
件
の
貸
し
付
け

そ
の

他
の
契
約
で

そ
れ
ぞ
れ
基
準

額
を
引
き
上
げ
る

政
令
市
を

除
く
市
区
町
村
で
は

工
事
の

基
準
額
を
現
行
の
１
３
０
万
円

か
ら
２
０
０
万
円
に
見
直
す
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